
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

－ ２ ０ １ ７ 年 度 一 般 入 学 試 験 （ 前 期 募 集 ・ ８ 月 ２ １ 日 分 ） －  

 

試 験 科 目 ： 憲 法  

 

1 .  出題 趣旨  

 第 １ 問 で は 、 条 例 に よ る 風 俗 案 内 所 の 営 業 規 制 に つ い て 、

憲 法 ２ ２ 条 の 観 点 か ら 、 Ａ 市 風 俗 案 内 所 規 制 条 例 の 合 憲 性 判

断 を 行 う こ と を 求 め て い る 。 そ し て 、 合 憲 性 判 断 を 行 う 際 に

は 、 風 営 法 、 Ａ 市 風 営 法 施 行 条 例 、 Ａ 市 風 俗 案 内 所 規 制 条 例

に お け る 規 律 相 互 の 関 係 を 読 み と く 力 を 答 案 に 示 す こ と が 要

求さ れて い る。  

 違 憲 主 張 を 行 う 上 で の ポ イ ン ト は 、 風 俗 営 業 そ れ 自 体 に つ

い て は 保 護 対 象 施 設 か ら ７ ０ ｍ 以 内 で し か 営 業 禁 止 と な っ て

い な い の に 、 風 俗 案 内 所 の 営 業 に つ い て は 一 律 に ２ ０ ０ ｍ 以

内 が 営 業 禁 止 区 域 と な っ て い る 点 に 気 づ く こ と で あ る 。 そ の

上 で 、 情 報 提 供 す る に 過 ぎ な い 風 俗 案 内 所 が 、 風 俗 営 業 そ れ

自 体 を 行 う 店 舗 よ り も 営 業 禁 止 区 域 が 広 い こ と に つ い て 、 合

理性 を主 張 する こと がで き ない 旨を 指摘 す るこ とで ある 。  

 こ れ に 対 し て 反 論 を 行 う 場 合 に は 、 風 俗 案 内 所 に は 風 俗 営

業 そ れ 自 体 と は 異 な る 悪 影 響 が あ る 点 を 指 摘 す る こ と が 肝 要

で あ る 。「 呼 び 込 み が 激 し く て 通 過 す る の に も 不 安 を 覚 え る 」

と の 苦 情 が あ っ た こ と を 考 え れ ば 、 こ の あ た り は 容 易 に 想 像

でき たは ず であ る。  

 第 ２ 問 で は 、 統 治 分 野 の 基 礎 的 事 項 に 関 す る 知 識 を 確 認 し

た。（ １）で は基 本書 等で 説 明さ れて いる 国 会中 心立 法の 原 則

の定 義に 言 及 す るだ けで 十 分で ある 。（ ２）では 旭川 国民 健 康

保険 料事 件 等を 参考 に解 答 する こと が求 め られ る。  

 

2 .  採点 実感  

 第 １ 問 設 問 １ で は 、 風 俗 営 業 自 体 よ り 害 悪 が 大 き い と 考 え

ら れ る 風 俗 案 内 所 の 営 業 禁 止 区 域 が 広 い こ と に つ い て の 不 合

理 性 を 指 摘 で き た 者 は 、 ご く 少 数 に と ど ま っ た 。 ま た 設 問 ２

で も 、 風 俗 案 内 所 に は 風 俗 営 業 そ れ 自 体 と は 異 な る 悪 影 響 が

あ る 点 を 指 摘 す る こ と が 反 論 の ポ イ ン ト に な る と こ ろ 、 こ の

よ う な 視 点 を 持 つ こ と の で き た 答 案 は 少 な か っ た 。 他 方 、 事

案と 直接 関 係の ない 空理 空 論を 展開 する 答 案が 多か った 。  

 

3 .  学習 方法  

 今 回 は 問 題 文 に 書 か れ て い る 事 実 の 分 析 が 不 十 分 と 思 わ れ

る 答 案 が 多 か っ た の で 、 判 例 学 習 の 際 は 事 実 関 係 に も 十 分 に

気 を 配 る こ と 、 ま た 起 案 の 際 は 事 案 を 正 面 か ら 検 討 す る こ と

を、 常日 頃 の学 習か ら 意 識 する よう 心掛 け てい ただ きた い 。  


